
盲
学
校

特
殊
教

科
教
諭

一
種
免
許
状

理

療

イ

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
盲
学
校
教
員
養
成
機
関
の
理
療
科
を

卒
業
し
た
こ
と
。

ロ

医
師
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

理
学
療
法

免
許
法
第
五
条
別
表
第
一
に
規
定
す
る
盲
学
校
の
教
諭
の
一
種
免
許
状

の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
特
殊
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
第
七
条

第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
よ
り
二
十
三
単
位
以

上
修
得
し
た
こ
と
。

音

楽

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
盲
学
校
教
員
養
成
機
関
の
音
楽
科
を
卒
業

し
た
こ
と
。

理

療

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
盲
学
校
教
員
養
成
機
関
の
理
療
科
に
一
年

以
上
在
学
し
た
こ
と
。

二
種
免
許
状

理
学
療
法

免
許
法
第
五
条
別
表
第
一
に
規
定
す
る
盲
学
校
の
教
諭
の
二
種
免
許
状

の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
特
殊
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
第
七
条

第
一
項
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
よ
り
十
三
単
位
以
上
修
得
し
た
こ

と
。

音

楽

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
盲
学
校
教
員
養
成
機
関
の
音
楽
科
に
一
年

以
上
在
学
し
た
こ
と
。

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

理
療

五

一
〇

一
種
免
許
状

二
種
免
許
状

理
学
療
法

五

三

盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭

音
楽

一
〇

理
療

五

一
五

二
種
免
許
状

臨
時
免
許
状

理
学
療
法

五

六

音
楽

五

一
〇

平成˜�年›月š—日 金曜日 (号外第 ™号)官 報
〇
文
部
科
学
省
令
第
三
十
一
号

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

野
沢

太
三

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
第
四
項
第
一
号
中
「
含
む
。）」
の
下
に
「
、
理
学
療
法
」
を
加
え
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
き
ゆ
う
師
免
許
」
と
い
う
。）を
有
し
な
い
者
に
は
」
の
下
に
「
、
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭

の
普
通
免
許
状
の
う
ち
理
学
療
法
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
は
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
理
学
療
法
士
の
免
許
（
以
下
「
理
学
療
法
士
免
許
」
と
い
う
。）を
有

し
な
い
者
に
は
」
を
加
え
、
同
項
の
表
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
三
項
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

理
学
療
法
の
教
科
の
教
授
を
担
任
す
る
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
第
七
条
第
一
項
の
表
に
定
め
る
教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目
四
単
位
以
上
並
び
に
心
身
に
障
害
の
あ

る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
心
理
、
生
理
及
び
病
理
に
関
す
る
科
目
二
単
位
以
上

第
六
十
四
条
第
三
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

理
学
療
法
の
教
科
の
教
授
を
担
任
す
る
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
一
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、「
第
七
条
第
一
項
の
表
に
定
め
る
教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
又

は
生
徒
の
心
理
、
生
理
及
び
病
理
に
関
す
る
科
目
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
教
育
課
程
及

び
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
三
単
位
以
上

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
き
ゆ
う
師
免
許
を
有
す
る
者
に
」
を
「
き
ゆ
う
師
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
、
理
学
療
法

の
教
科
に
あ
つ
て
は
理
学
療
法
士
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
有
す
る
者
で
」
を
「
受
け

て
い
る
者
で
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
教
育
職
員
免
許
法
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
、
盲

学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
理
療
の
教
科
に
つ
い
て
の
一
種
免
許
状
又
は
自
立
活
動
の
教
諭
の
一
種
免
許
状
の
授
与
を
受

け
た
者
で
あ
つ
て
、
理
学
療
法
士
免
許
又
は
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
医
師
免
許
を
受
け
て
い
る
も
の
に
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施

行
規
則
」
と
い
う
。）第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
施
行
規
則
に
規
定
す
る
盲
学
校
特
殊
教
科
教

諭
の
理
学
療
法
の
教
科
に
つ
い
て
の
一
種
免
許
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
教
育
職
員
免
許
法
の
規
定
に
よ
り
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
理
療
の
教
科
に

つ
い
て
の
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
理
学
療
法
士
免
許
を
受
け
て
い
る
も
の
に
は
、
新
施
行
規

則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
施
行
規
則
に
規
定
す
る
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
理
学
療
法
の

教
科
に
つ
い
て
の
二
種
免
許
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
教
育
職
員
免
許
法
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
助
教
諭
の
臨
時
免
許
状
又
は
盲
学
校
特

殊
教
科
教
諭
の
理
療
の
教
科
に
つ
い
て
の
臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
理
学
療
法
士
免
許
を

受
け
、
か
つ
、
盲
学
校
に
お
い
て
理
学
療
法
の
教
科
の
教
授
を
担
任
す
る
教
員
と
し
て
五
年
以
上
良
好
な
成
績
で
勤

務
し
た
旨
の
実
務
証
明
責
任
者
の
証
明
を
有
す
る
も
の
に
は
、
新
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
新
施
行
規
則
に
規
定
す
る
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
理
学
療
法
の
教
科
に
つ
い
て
の
二
種
免
許
状
を
授
与
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
三
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び

に
別
表
第
二
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令

の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

野
沢

太
三

文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の

適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用

を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
八
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
大
学
（
学

校
教
育
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
大
学
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
以
下
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
」
と
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
し
て
教
室
等
以
外
の
場
所
で
授
業
を
履
修
さ
せ
、

及
び
研
究
指
導
を
受
け
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
設
置
、
研
究
科
そ
の
他
の
教
育
研

究
組
織
の
設
置
及
び
収
容
定
員
の
変
更
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
学
の
設
置
等
」
と
い
う
。）を
促
進
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
て
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き

は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
大
学
設
置
基
準
第
三
十
六

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
十
九
条
、

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
の
設
置
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

第
九
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
大
学
（
短

期
大
学
を
除
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
教
室
等
以
外
の
場
所
で
授
業
を
履
修
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
設
置
、
学
部
そ
の
他
の
教
育
研
究
組
織
の
設
置
及
び
収
容
定
員
の
変
更
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
大
学
の
設
置
等
」
と
い
う
。）を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
教
育
研
究
に
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
十
条

第
二
項
に
規
定
す
る
校
舎
等
の
施
設
の
面
積
に
か
か
わ
ら
ず
、大
学
の
設
置
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
前
の
見
出
し
を「（
大
学
設
置
基
準
等
の
特
例
）」に
改
め
、
同
条
中
「
以
下
同
じ
」
を
「
以
下
こ
の
条
、
第

七
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。
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